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(57)【要約】
【課題】超音波探触子に対する穿刺針のずれ角度を定量
的に容易かつ精度よく算出することである。
【解決手段】超音波診断装置は、短軸方向に複数の領域
に配列され各領域で長軸方向に配列された複数の振動子
を有し、短軸方向の複数の領域でそれぞれ独立して超音
波の送受信が可能な超音波探触子２に、各領域の駆動信
号を送信する送信部と、超音波探触子２から各領域の受
信信号を受信する受信部と、受信された各領域の受信信
号から超音波画像データを生成する画像生成部と、生成
された各領域の超音波画像データから穿刺針３の画像を
抽出する抽出部と、抽出された各領域の穿刺針３の画像
の境界位置情報を用いて、超音波探触子２に対する穿刺
針３のずれ角度θを算出するずれ角度算出部と、を備え
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　短軸方向に複数の領域に配列され当該各領域で長軸方向に配列された複数の振動子を有
し、当該短軸方向の複数の領域でそれぞれ独立して超音波の送受信が可能な超音波探触子
に、前記各領域の駆動信号を送信する送信部と、
　前記超音波探触子から前記各領域の受信信号を受信する受信部と、
　前記受信された各領域の受信信号から超音波画像データを生成する画像生成部と、
　前記生成された各領域の超音波画像データから被検体に刺入された穿刺針の画像を抽出
する抽出部と、
　前記抽出された各領域の穿刺針の画像の境界位置情報を用いて、前記超音波探触子に対
する当該穿刺針のずれ角度を算出するずれ角度算出部と、を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記算出された穿刺針のずれ角度を示すずれ角度表示情報を表示部に表示する第１の表
示制御部を備える請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記算出された穿刺針のずれ角度に対応するずれ角度が所定の閾値角度以上であるか否
かを判別し、当該所定の閾値角度以上である場合に、当該穿刺針のずれ角度が当該所定の
閾値角度以上である旨の警告情報を出力部に出力させる警告部を備える請求項１又は２に
記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記ずれ角度算出部は、前記超音波探触子の上方向から見た当該超音波探触子の長軸方
向に対する前記穿刺針のずれ角度を算出する請求項１から３のいずれか一項に記載の超音
波診断装置。
【請求項５】
　前記ずれ角度算出部は、前記超音波探触子を上方向から見た当該超音波探触子の短軸方
向に対する前記穿刺針のずれ角度を算出する請求項１から３のいずれか一項に記載の超音
波診断装置。
【請求項６】
　前記ずれ角度算出部は、前記抽出された各領域の穿刺針の画像の境界位置情報と、前記
穿刺針の刺入基準位置情報とを用いて、平行法により刺入された前記穿刺針のずれ角度を
算出する請求項１から４のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記ずれ角度算出部は、前記抽出された各領域の穿刺針の画像の複数の境界位置情報を
用いて、交差法により刺入された前記穿刺針のずれ角度を算出する請求項１から３、５の
いずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記算出された穿刺針のずれ角度の履歴情報を記憶部に記憶する記憶制御部と、
　前記記憶された穿刺針のずれ角度の履歴情報を表示部に表示する第２の表示制御部と、
を備える請求項１から７のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記抽出部は、前記抽出された各領域の穿刺針の画像の表現を当該領域ごとに異にし、
　前記表現が異にされた穿刺針の画像を含む前記各領域の超音波画像データを合成して合
成画像データを生成する合成部と、
　前記生成された合成画像データを表示部に表示する第３の表示制御部と、を備える請求
項１から８のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記表現は、表示色、彩度、輝度、点滅の少なくとも１つである請求項９に記載の超音
波診断装置。
【請求項１１】
　短軸方向に複数の領域に配列され当該各領域で長軸方向に配列された複数の振動子を有



(3) JP 2019-180810 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

し、当該短軸方向の複数の領域でそれぞれ独立して超音波の送受信が可能な超音波探触子
に、前記各領域の駆動信号を送信する送信工程と、
　前記超音波探触子から前記各領域の受信信号を受信する受信工程と、
　前記受信された各領域の受信信号から超音波画像データを生成する画像生成工程と、
　前記生成された各領域の超音波画像データから被検体に刺入された穿刺針の画像を抽出
する抽出工程と、
　前記抽出された各領域の穿刺針の画像の境界位置情報を用いて、前記超音波探触子に対
する当該穿刺針のずれ角度を算出するずれ角度算出工程と、
　を含む穿刺針のずれ角度算出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置及び穿刺針のずれ角度算出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波を被検体内部に照射し、その反射された超音波を受信して所定の信号デー
タ処理を行うことにより被検体の内部構造の超音波画像を生成する超音波診断装置が知ら
れている。このような超音波診断装置は、医療目的の検査、治療や建築構造物内部の検査
といった種々の用途に広く用いられている。
【０００３】
　超音波診断装置は、超音波画像を表示させるだけではなく、被検体内の特定の部位（タ
ーゲット）のサンプルを採取したり、水分などを排出したり、あるいは、特定の部位に薬
剤やマーカーなどを注入、留置したりする際に、これらに用いられる穿刺針とターゲット
の位置とを視認しながら当該穿刺針をターゲット位置に向けて刺入する場合にも用いられ
る。このような超音波画像の利用により、被検体内のターゲットに対する処置を迅速、確
実かつ容易に行うことができる。
【０００４】
　超音波診断装置では、超音波探触子において一次元又は二次元マトリクス状に超音波の
送受信を行う振動子が配列され、超音波の送受信を行う振動子の位置や方向を所定の配列
方向に走査（特に、電子走査）させながら撮像を行うものが多く用いられている。穿刺針
は、医師などの操作者の操作により、刺入法に応じて患者の生体などの被検体に刺入され
ることで、被検体への刺入位置からターゲットへの到達までの間、継続的に撮像可能な範
囲に位置する。刺入法は、上記走査方向（ラテラル方向、長軸方向）の走査平面（超音波
ビームが出射される平面）に対して平行に、穿刺針を目標部位に向けて刺入させる方法で
ある平行法と、上記走査平面に対して穿刺針を交差させて、目標部位に向けて刺入させる
交差法と、がある。穿刺針は、以前は、穿刺ガイドと呼ばれる超音波探触子に固定接続さ
れたアタッチメントに取り付けられて刺入されていたが、現在では、操作者がフリーハン
ドで穿刺針を刺入することが多くなっている。
【０００５】
　このため、穿刺針は、被検体の内部状態、構造や穿刺針の先端形状などにより、必ずし
も所望の刺入方向に正確に向かわなかったり、穿刺針が湾曲してしまったりする場合があ
る。その結果、穿刺針の先端がラテラル方向に垂直なエレベーション方向（短軸方向）に
撮像可能な範囲から外れて撮像がなされなくなる場合が生じていた。また、穿刺を用いず
、単純に断面画像を得る場合であっても、操作者が不慣れな場合には、超音波探触子の姿
勢を変更させてエレベーション方向の撮像範囲を微調整する際にも、適切な変更が行えず
、所望の画像を得るのに手間を要する場合があった。
【０００６】
　このため、複数の振動子が短軸方向及び長軸方向に２次元に配列された超音波探触子を
有し、短軸方向の全振動子から偏向角度＝０の超音波ビームと、短軸方向の端部の振動子
から偏向角度がある超音波ビームとの２方向の超音波ビームを送信し、その２方向の超音
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波ビームにおける短軸方向の偏向角度に対する反射超音波強度の特性を比較し、ピークの
差分値分を引き下げた特性の交点を、穿刺針の短軸位置（偏向角度）と特定し、長軸方向
に連続する短軸位置の穿刺針を上面から見た平面視画像を生成し表示する超音波診断装置
が知られている（特許文献１参照）。
【０００７】
　また、複数の振動子が２次元に配列された２次元アレイプローブ（超音波探触子）を有
し、穿刺針を用い、穿刺針に設けられた発信器から３つの位置の振動子への発信信号到達
時間、から、穿刺針の３次元的な先端位置を算出する超音波診断装置が知られている（特
許文献２参照）。特許文献２の超音波診断装置は、他にも、穿刺針からの反射超音波強度
、励振器が取り付けられた穿刺針からのドプラー信号パワー強度、相互相関法を用いた穿
刺針の先端の追尾処理により、穿刺針の３次元的な先端位置を算出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１７－１４８４０７号公報
【特許文献２】特開２０００－１８５０４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　穿刺針のずれ角度を算出する場合に、特許文献２の手法は、３次元走査を前提としてお
り、実現のためのコストが高くつく。このため、特許文献１のような方法が考えられてい
るが、反射信号の強度が短軸ビームの指向性のみに依存することが前提である。しかしな
がら、実際の被検体内では、反射信号強度は、例えば減衰の大きな部位が一部分に存在し
たりすると誤差が大きくなるという問題があった。
【００１０】
　本発明の課題は、超音波探触子に対する穿刺針のずれ角度を定量的に、容易、低コスト
かつ精度よく算出することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の超音波診断装置は、
　短軸方向に複数の領域に配列され当該各領域で長軸方向に配列された複数の振動子を有
し、当該短軸方向の複数の領域でそれぞれ独立して超音波の送受信が可能な超音波探触子
に、前記各領域の駆動信号を送信する送信部と、
　前記超音波探触子から前記各領域の受信信号を受信する受信部と、
　前記受信された各領域の受信信号から超音波画像データを生成する画像生成部と、
　前記生成された各領域の超音波画像データから被検体に刺入された穿刺針の画像を抽出
する抽出部と、
　前記抽出された各領域の穿刺針の画像の境界位置情報を用いて、前記超音波探触子に対
する当該穿刺針のずれ角度を算出するずれ角度算出部と、を備える超音波診断装置。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記算出された穿刺針のずれ角度を示すずれ角度表示情報を表示部に表示する第１の表
示制御部を備える。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の超音波診断装置において、
　前記算出された穿刺針のずれ角度が所定の閾値角度以上であるか否かを判別し、当該所
定の閾値角度以上である場合に、当該穿刺針のずれ角度が当該所定の閾値角度以上である
旨の警告情報を出力部に出力させる警告部を備える。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から３のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
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いて、
　前記ずれ角度算出部は、前記超音波探触子の上方向から見た当該超音波探触子の長軸方
向に対する前記穿刺針のずれ角度を算出する。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から３のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記ずれ角度算出部は、前記超音波探触子を上方向から見た当該超音波探触子の短軸方
向に対する前記穿刺針のずれ角度を算出する。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記ずれ角度算出部は、前記抽出された各領域の穿刺針の画像の境界位置情報と、前記
穿刺針の刺入基準位置情報とを用いて、平行法により刺入された前記穿刺針のずれ角度を
算出する。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から３、５のいずれか一項に記載の超音波診断装置
において、
　前記ずれ角度算出部は、前記抽出された各領域の穿刺針の画像の複数の境界位置情報を
用いて、交差法により刺入された前記穿刺針のずれ角度を算出する。
【００１８】
　請求項８に記載の発明は、請求項１から７のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記算出された穿刺針のずれ角度の履歴情報を記憶部に記憶する記憶制御部と、
　前記記憶された穿刺針のずれ角度の履歴情報を表示部に表示する第２の表示制御部と、
を備える。
【００１９】
　請求項９に記載の発明は、請求項１から８のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記抽出部は、前記抽出された各領域の穿刺針の画像の表現を当該領域ごとに異にし、
　前記表現が異にされた穿刺針の画像を含む前記各領域の超音波画像データを合成して合
成画像データを生成する合成部と、
　前記生成された合成画像データを表示部に表示する第３の表示制御部と、を備える。
【００２０】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の超音波診断装置において、
　前記表現は、表示色、彩度、輝度、点滅の少なくとも１つである。
【００２１】
　請求項１１に記載の発明の穿刺針のずれ角度算出方法は、
　短軸方向に複数の領域に配列され当該各領域で長軸方向に配列された複数の振動子を有
し、当該短軸方向の複数の領域でそれぞれ独立して超音波の送受信が可能な超音波探触子
に、前記各領域の駆動信号を送信する送信工程と、
　前記超音波探触子から前記各領域の受信信号を受信する受信工程と、
　前記受信された各領域の受信信号から超音波画像データを生成する画像生成工程と、
　前記生成された各領域の超音波画像データから被検体に刺入された穿刺針の画像を抽出
する抽出工程と、
　前記抽出された各領域の穿刺針の画像の境界位置情報を用いて、前記超音波探触子に対
する当該穿刺針のずれ角度を算出するずれ角度算出工程と、
　を含む。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、超音波探触子に対する穿刺針のずれ角度を定量的に容易かつ精度よく
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算出できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態の超音波診断装置の全体図である。
【図２】超音波診断装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】超音波探触子における振動子の配列の一例を示す図である。
【図４】（ａ）は、超音波ガイド下穿刺における平行法を示す側面概略図である。（ｂ）
は、超音波ガイド下穿刺における平行法を示す上面概略図である。
【図５】（ａ）は、超音波ガイド下穿刺における交差法を示す側面概略図である。（ｂ）
は、超音波ガイド下穿刺における交差法を示す上面概略図である。
【図６】超音波探触子の短軸方向における概略構成を示す図である。
【図７】穿刺針画像表示処理を示すフローチャートである。
【図８】（ａ）は、平行法において穿刺針のずれ角度を示す超音波探触子の上面概略図で
ある。（ｂ）は、平行法における合成超音波画像を示す図である。（ｃ）は、超音波ビー
ムの境界線を示す図である。
【図９】（ａ）は、交差法において穿刺針のずれ角度を示す超音波探触子の上面概略図で
ある。（ｂ）は、交差法における合成超音波画像を示す図である。
【図１０】（ａ）は、合成表示画面を示す図である。（ｂ）は、ずれ角度調整後の超音波
探触子の上面概略図である。
【図１１】閾値角度θαを示す超音波探触子の上面概略図である。
【図１２】（ａ）は、穿刺針のずれ角度のヒストグラムである。（ｂ）は、ずれ角度の履
歴情報画像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　添付図面を参照して、本発明に係る実施の形態及び変形例を詳細に説明する。なお、本
発明は、図示例に限定されるものではない。
【００２５】
　（実施の形態）
　図１～図１１を参照して、本発明に係る実施の形態を説明する。まず、図１及び図２を
参照して、本実施の形態の超音波診断装置Ｕの全体の装置構成を説明する。図１は、本実
施の形態の超音波診断装置Ｕの全体図である。図２は、超音波診断装置Ｕの内部構成を示
すブロック図である。
【００２６】
　図１に示すように、超音波診断装置Ｕは、超音波診断装置本体１と、ケーブル５を介し
て超音波診断装置本体１に接続された超音波探触子２と、認識対象物としての処置具であ
る穿刺針３と、を備える。
【００２７】
　穿刺針３は、ここでは、中空状の長針形状を有し、医師、技師などの操作者によりフリ
ーハンドで定められた角度で被検体に対して刺入される。穿刺針３は、患者などの被検体
の採取する部位（ターゲット）又は注入される薬剤などの種別や分量に応じて適宜な太さ
、長さや先端形状を有したものに換装されることが可能となっている。なお、超音波診断
装置Ｕにおいて、穿刺針３を穿刺方向に案内するアタッチメントとしての取付部や、超音
波探触子２に固定的に設けられて穿刺針３を穿刺方向に案内する案内部が設けられる構成
でもよい。
【００２８】
　超音波診断装置本体１には、操作入力部１８と、表示部としての出力表示部１９と、が
設けられている。また、図２に示すように、超音波診断装置本体１は、これらに加えて、
ずれ角度算出部、第１、第２、第３の表示制御部、記憶制御部としての制御部１１と、送
信部としての送信駆動部１２と、受信部としての受信処理部１３と、送受信切替部１４と
、画像生成部１５と、抽出部、合成部としての画像処理部１６と、を備えている。制御部
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１１は、操作入力部１８のキーボードやマウスといった入力デバイスに対する外部からの
入力操作に基づき、超音波探触子２に駆動信号を出力して超音波を出力させ、また、超音
波探触子２から超音波受信に係る受信信号を取得して各種処理を行い、必要に応じて出力
表示部１９の表示画面などに結果などを表示させる。
【００２９】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、記憶部としてのＨＤＤ（Hard Di
sk Drive）及びＲＡＭ（Random Access Memory）などを備えている。ＣＰＵは、ＨＤＤに
記憶されている各種プログラムを読み出してＲＡＭにロードし、当該プログラムに従って
超音波診断装置Ｕの各部の動作を統括制御する。ＨＤＤは、超音波診断装置Ｕを動作させ
る制御プログラム及び各種処理プログラムや、各種設定データなどを記憶する。ＨＤＤに
は、特に、後述する穿刺針画像表示処理を行うための穿刺針画像表示プログラムが記憶さ
れている。これらのプログラムや設定データは、ＨＤＤの他、例えば、ＳＳＤ（Solid St
ate Drive）を含むフラッシュメモリーなどの不揮発性メモリーを用いた補助記憶装置に
読み書き更新可能に記憶させることとしてもよい。ＲＡＭは、ＳＲＡＭやＤＲＡＭなどの
揮発性メモリーであり、ＣＰＵに作業用のメモリー空間を提供し、一時データを記憶する
。
【００３０】
　送信駆動部１２は、制御部１１から入力される制御信号に従って超音波探触子２に供給
する駆動信号を出力し、超音波探触子２に超音波を発信させる。送信駆動部１２は、例え
ば、クロック発生回路、パルス幅設定部、パルス発生回路及び遅延回路を備える。クロッ
ク発生回路は、パルス信号の送信タイミングや送信周波数を決定するクロック信号を発生
させる回路である。パルス幅設定部は、パルス発生回路から出力させる送信パルスの波形
（形状）、電圧振幅及びパルス幅を設定する。パルス発生回路は、パルス幅設定部の設定
に基づいて駆動信号としての送信パルスを生成し、超音波探触子２の個々の振動子２１０
ごとに異なる配線経路に出力する。遅延回路は、クロック発生回路から出力されるクロッ
ク信号を計数し、設定された遅延時間が経過すると、パルス幅発生回路に送信パルスを発
生させて各配線経路に出力させる。
【００３１】
　受信処理部１３は、制御部１１の制御に従って、超音波探触子２から入力された受信信
号を取得する回路である。受信処理部１３は、例えば、増幅器、Ａ／Ｄ（Analog to Digi
tal）変換回路、整相加算回路を備える。増幅器は、超音波探触子２の各振動子２１０に
より受信された超音波に応じた受信信号を予め設定された所定の増幅率でそれぞれ増幅す
る回路である。Ａ／Ｄ変換回路は、増幅された受信信号を所定のサンプリング周波数でデ
ジタルデータに変換する回路である。整相加算回路は、Ａ／Ｄ変換された受信信号に対し
て、振動子２１０毎に対応した配線経路ごとに遅延時間を与えて時相を整え、これらを加
算（整相加算）して音線データを生成する回路である。
【００３２】
　送受信切替部１４は、制御部１１の制御に基づいて、振動子２１０から超音波を出射（
送信）する場合に駆動信号を送信駆動部１２から振動子２１０に送信させる一方、振動子
２１０が出射した超音波に係る信号を取得する場合に受信信号を受信処理部１３に出力さ
せるための切り替え動作を行う。
【００３３】
　画像生成部１５は、超音波の受信データに基づく診断用画像を生成する。画像生成部１
５は、受信処理部１３から入力される音線データを検波（包絡線検波）して信号を取得し
、また、必要に応じて対数増幅、フィルタリング（例えば、低域透過、スムージングなど
）や強調処理などを行う。画像生成部１５は、診断用画像の一つとして、当該信号強度に
応じた輝度信号で信号の送信方向（被検体の深さ方向）と超音波探触子２により送信され
る超音波の走査方向（ラテラル方向、振動子２１０の２次元配列の長軸方向）を含む断面
内の二次元構造を表す断層画像としてのＢ（Brightness）モード表示に係る各フレーム画
像データを生成する。このとき、画像生成部１５は、表示に係るダイナミックレンジの調



(8) JP 2019-180810 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

整やガンマ補正などを行うことができる。この画像生成部１５は、これらの画像生成に用
いられる専用のＣＰＵやＲＡＭを備える構成とすることができる。又は、画像生成部１５
では、画像生成に係る専用のハードウェア構成が基板（ＡＳＩＣ（Application-Specific
 Integrated Circuit）など）上に形成されて、又はＦＰＧＡ（Field Programmable Gate
 Array）により形成されて備えられていてもよい。あるいは、画像生成部１５は、制御部
１１のＣＰＵ及びＲＡＭにより画像生成に係る処理が行われる構成であってもよい。
【００３４】
　画像処理部１６は、記憶部１６１、穿刺針同定部１６２などを備える。記憶部１６１は
、画像生成部１５で処理されてリアルタイム表示やこれに準じた表示に用いられる診断用
画像データ（フレーム画像データ）をフレーム単位で直近の所定フレーム数分記憶する。
記憶部１６１は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの揮発性メモ
リーである。あるいは、この記憶部１６１は、高速書き換えが可能な各種不揮発性メモリ
ーであってもよい。記憶部１６１に記憶された診断用画像データは、制御部１１の制御に
従って読み出され、出力表示部１９に送信されたり、図示略の通信部を介して超音波診断
装置Ｕの外部に出力されたりする。このとき、出力表示部１９の表示方式がテレビジョン
方式の場合には、記憶部１６１と出力表示部１９との間にＤＳＣ（Digital Scan Convert
er）が設けられて、走査フォーマットが変換された後に出力されればよい。
【００３５】
　穿刺針同定部１６２は、穿刺針３の位置を同定するための画像データを生成し、当該画
像データに適宜な処理を行って穿刺針３の先端部分を含む位置の針部分画像を抽出して同
定し、抽出した穿刺針３の針部分画像に色付けを行う。穿刺針同定部１６２は、画像処理
部１６のＣＰＵ及びＲＡＭを共用で用いてもよいし、各々専用のＣＰＵ及びＲＡＭを備え
てもよい。あるいは、穿刺針同定部１６２は、制御部１１のＣＰＵ及びＲＡＭにより各種
処理が行われてもよい。穿刺針同定部１６２は、同定された穿刺針３の先端位置情報を履
歴として記憶保持することができる。
【００３６】
　穿刺針３の位置の同定方法としては、例えば、特許第６１２３４５８号公報に記載のよ
うに、複数フレームの超音波画像データからフレーム間の差分や相関をとることで動きの
評価を示す動き評価情報を生成し、穿刺針の先端の移動速度を演算し、穿刺針の先端の移
動速度と動き評価情報とから穿刺針の先端の位置を検出し、先端を含む穿刺針の位置を同
定する方法がある。また、穿刺針３の先端の移動履歴に基づいてその後の先端の位置を推
定し、当該推定位置を基準として先端を検出し、先端を含む穿刺針の位置を同定してもよ
い。また、輪郭検知を行って最初に得られた候補の中から操作者が操作入力部１８への入
力操作により選択し、当該選択された輪郭と類似する輪郭を上述の推定位置を基準として
穿刺針の位置を検出することとしてもよい。
【００３７】
　操作入力部１８は、押しボタンスイッチ、キーボード、マウス若しくはトラックボール
又はこれらの組み合わせを備えており、ユーザーの入力操作を操作信号に変換し、超音波
診断装置本体１に入力する。
【００３８】
　出力表示部１９は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、有機ＥＬ（Electro-Luminesc
ent）ディスプレイ、無機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ（Cathode R
ay Tube）ディスプレイといった種々の表示方式のうち、何れかを用いた表示画面とその
駆動部を備える。出力表示部１９は、ＣＰＵ１５から出力された制御信号や、画像処理部
１６で生成された画像データに従って表示画面（各表示画素）の駆動信号を生成し、表示
画面上に超音波診断に係るメニュー、ステータスや、受信された超音波に基づく計測デー
タの表示を行う。また、出力表示部１９は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）ランプなど
を別途備えて電源の投入有無などの表示を行う構成であってもよい。
【００３９】
　これらの操作入力部１８や出力表示部１９は、超音波診断装置本体１の筐体に一体とな
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って設けられたものであっても良いし、ＲＧＢケーブル、ＵＳＢ（Universal Serial Bus
）ケーブルやＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）ケーブル（登録商標：
ＨＤＭＩ）などを介して外部に取り付けられるものであってもよい。また、超音波診断装
置本体１に操作入力端子や表示出力端子が設けられていれば、これらの端子に従来の操作
用及び表示用の周辺機器を接続して利用するものであってもよい。
【００４０】
　超音波探触子２は、超音波（ここでは、１～３０ＭＨｚ程度）を発信して生体などの被
検体に対して出射するとともに、出射した超音波のうち被検体で反射された反射波（エコ
ー）を受信して電気信号に変換する音響センサーとして機能する。
【００４１】
　超音波探触子２は、超音波を送受信する複数の振動子２１０と、振動子２１０に各々対
応する複数のスイッチング素子２３０と、切替設定部２４と、を備えている。なお、ここ
では、超音波探触子２を外部（体表面）から被検体内部に超音波を出射してその反射波を
受信するものとしているが、超音波探触子２としては、消化管や血管などの内部や、体腔
内などに挿入して用いるサイズ、形状のものも含まれる。操作者は、この超音波探触子２
における超音波の送受信面、即ち、振動子２１０から超音波を出射する方向の面を被検体
に所定の圧力で接触させて超音波診断装置Ｕを動作させ、超音波診断を行う。
【００４２】
　なお、振動子２１０の振動子の個数は、任意の複数に設計される。また、本実施の形態
では、超音波探触子２について、リニア走査方式の電子スキャンプローブを採用したが、
電子走査方式あるいは機械走査方式の何れを採用してもよく、また、リニア走査方式、セ
クタ走査方式あるいはコンベックス走査方式の何れの方式を採用することもできる。
【００４３】
　振動子２１０は、圧電体とその変形（伸縮）により電荷が現れる両端に設けられた電極
とを有する圧電素子を備えた複数の振動子である。
【００４４】
　複数の振動子２１０のそれぞれに対して駆動信号としての電圧パルスが供給されること
で、当該電圧パルスが供給された振動子の圧電体は、当該圧電体に生じる電界に応じて変
形（伸縮）し、超音波が発信される。発信された超音波は、電圧パルスが供給された所定
数の振動子列に含まれる振動子２１０の位置、方向、発信された超音波の集束方向及びタ
イミングのずれ（遅延）の大きさに応じた位置、方向に出射される。また、振動子２１０
に所定の周波数帯の超音波（被検体での反射波）が入射すると、その音圧により圧電体の
厚さが変動（振動）することで当該変動量に応じた電荷が生じ、当該電荷量に応じた電気
信号に変換し、受信信号として出力される。
【００４５】
　切替設定部２４は、超音波の送受信を振動子２１０の２次元配列の短軸方向（エレベー
ション方向）にわたり行うための振動子２１０の送受信シーケンスの設定を記憶し、当該
設定に応じた各振動子２１０に対応するスイッチング素子２３０のオンオフを切替動作さ
せる。振動子２１０の送受信シーケンス及びスイッチング素子２３０のオンオフ制御につ
いては、後述する。
【００４６】
　ケーブル５は、その両端にそれぞれ超音波診断装置本体１とのコネクター（図示略）及
び超音波探触子２とのコネクター（図示略）を有し、超音波探触子２は、このケーブル５
により超音波診断装置本体１に対して着脱可能に構成されている。ケーブル５は、超音波
探触子２と一体に形成されていてもよい。
【００４７】
　ここで、図３～図６を参照して、超音波探触子２のより詳細な構成及び動作を説明する
。図３は、超音波探触子２における振動子２１０の配列の一例を示す図である。図４（ａ
）は、超音波ガイド下穿刺における平行法を示す側面概略図である。図４（ｂ）は、超音
波ガイド下穿刺における平行法を示す上面概略図である。図５（ａ）は、超音波ガイド下
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穿刺における交差法を示す側面概略図である。図５（ｂ）は、超音波ガイド下穿刺におけ
る交差法を示す上面概略図である。図６は、超音波探触子２の短軸方向における概略構成
を示す図である。
【００４８】
　図３に示すように、超音波診断装置Ｕでは、振動子２１０は、所定のラテラル方向（走
査方向）と、ラテラル方向に直交するエレベーション方向と、で規定される二次元面（平
面でなくても良い）内でマトリクス状に配列された複数の振動子ある。通常、ラテラル方
向への振動子２１０の配列数は、エレベーション方向への振動子２１０の配列数よりも多
く、ラテラル方向が長軸方向、エレベーション方向が短軸方向となる。振動子２１０は、
短軸方向に３列（列ａ，ｂ，ｃ）の振動子群を有し、各列で長軸方向に複数段（段１，２
…）の振動子が配列されている。ここで、列ａの振動子群を便宜的に振動子ＶＡと表現し
、同様に、列ｂ，ｃの振動子群を便宜的に振動子ＶＢ，ＶＣと表現する。また、段ｘ、列
ｙの１つの振動子を、振動子Ｖｘｙと表現する。
【００４９】
　通常のＢモード（断層）画像を生成する場合には、列ｂの振動子ＶＢを用いて長軸方向
に駆動する振動子を順次ずらしながら超音波の送受信を行う。
【００５０】
　ここで、図４（ａ）～図５（ｂ）を参照して、超音波ガイド下における穿刺針３の穿刺
法として、平行法と、交差法と、を説明する。
【００５１】
　図４（ａ）に示すように、平行法は、被検体ＳＵの断面（側面）から見て、被検体ＳＵ
の深さＤ１にある穿刺による組織取得などのターゲット（目標部位）Ｔに向かって、超音
波探触子２の長軸方向の走査面に平行に穿刺針３を刺入する方法である。図５（ａ）に示
すように、交差法は、被検体ＳＵの断面（側面）から見て、被検体ＳＵのターゲットＴに
向かって、超音波探触子２の長軸方向の走査面に交差する方向に穿刺針３を刺入する方法
である。平行法及び交差法は、用途により使い分けられる。穿刺を行なう部位や、穿刺の
目的によりどちらの手法を用いるかが決まることが多いが、医師、技師などの操作者の経
験値により選択される場合もある。
【００５２】
　平行法においては、穿刺針を刺入する場合、超音波探触子２の長軸端から穿刺針３を被
検体ＳＵに刺し、振動子ＶＢに対応する１列の長軸の穿刺針３で形成される断層面内を深
いところに向かって刺入していることになる。この際に断層面内から穿刺針３が短軸方向
に逸れてしまった場合、従来の超音波診断装置では、穿刺針３が描写されなくなってしま
う。
【００５３】
　交差法においては、超音波探触子２の短軸側から穿刺針３を被検体ＳＵに角度φの斜め
に刺入して、超音波探触子２の深さＤ２の直下にあるターゲットＴに距離Ｄ３離れた位置
から刺入する。従来の交差法において、一般の超音波探触子を用いると、体表に刺した穿
刺針３は、かなりの深さになっても超音波画像には表示されず、ターゲットＴの直近にお
いて、初めて超音波画像に穿刺針の像が現れる。このため、刺入した穿刺針３が正しい方
向に向かって進んでいるのかを知ることが難しい。
【００５４】
　本実施の形態では、平行法及び交差法のいずれにおいても、広い領域で穿刺針３を捕捉
するため、同一時刻で、振動子ＶＢによる超音波画像のフレームに加えて、振動子ＶＡに
よる超音波画像のフレームと、振動子ＶＣによる超音波画像のフレームと、を得るものと
する。
【００５５】
　また、図４（ｂ）に示すように、平行法においては、超音波探触子２の長軸端の短軸方
向の中心部（中心点）Ｃ１から長軸及び深さの方向に穿刺針３を刺入するものとする。通
常、超音波探触子２には、短軸方向の中心部Ｃ１に目印が形成されており、狙いやすいた
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めである。超音波探触子２を上方向から見て、操作者は、超音波探触子２の中心部Ｃ１を
通る走査平面に、穿刺針３を刺入する。しかし、穿刺針３が超音波探触子２の中心部Ｃ１
を通る走査平面の長軸方向の基準線からずれるおそれがあり、このずれ角度をθとする。
【００５６】
　また、図５（ｂ）に示すように、交差法においては、超音波探触子２の長軸方向のいず
れの位置からも穿刺針３を短軸及び深さの方向に刺入できるものとする。超音波探触子２
を上方向から見て、操作者は、超音波探触子２の走査平面に直交する面に、穿刺針３を刺
入する。しかし、穿刺針３が超音波探触子２の走査平面に直交する面の短軸方向の基準線
からずれるおそれがあり、このずれ角度をθとする。
【００５７】
　図６に示すように、超音波探触子２は、長軸端から見た短軸方向において、音響レンズ
２２０と、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣと、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣにそれぞれ対応するスイ
ッチング素子２３０のスイッチＳＷＡ，ＳＷＢ，ＳＷＣと、を有する。なお、音響レンズ
２２０と振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣとの間に配置される音響整合層や、振動子ＶＡ，ＶＢ，
ＶＣの超音波出射方向と逆側に配置されるバッキング材などは、図示を省略しているもの
とする。
【００５８】
　音響レンズ２２０は、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣから出射された超音波ビーム（送信超音
波）を集束させる非球面形状のレンズである。音響レンズ２２０は、振動子ＶＡから出射
される超音波ビームＢａが通過するレンズ部２２１Ａと、振動子ＶＢから出射される超音
波ビームＢｂが通過するレンズ部２２１Ｂと、振動子ＶＣから出射される超音波ビームＢ
ｃが通過するレンズ部２２１Ｃと、を有する。
【００５９】
　スイッチＳＷＡは、切替設定部２４、ケーブル５を介して、送受信切替部１４からの振
動子ＶＡの各振動子への駆動信号の入力、受信信号の出力を独立にオンオフ可能なスイッ
チである。スイッチＳＷＢは、切替設定部２４、ケーブル５を介して、送受信切替部１４
からの振動子ＶＢの各振動子への駆動信号の入力、受信信号の出力を独立にオンオフ可能
なスイッチである。スイッチＳＷＣは、切替設定部２４、ケーブル５を介して、送受信切
替部１４からの振動子ＶＣの各振動子への駆動信号の入力、受信信号の出力を独立にオン
オフ可能なスイッチである。
【００６０】
　また、本実施の形態において、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣは、超音波ビームＢａ，Ｂｂ，
Ｂｃがある程度の深さまでおおよそ重ならず、かつ隙間があかないように、配置されてい
る。
【００６１】
　振動子ＶＢの短軸幅は、通常の超音波走査に耐えうるだけの幅を持つ。振動子ＶＢを覆
う音響レンズ２２０のレンズ部２２１Ｂは、通常の超音波走査に用いることが可能なビー
ム形成能力を有しているものとする。振動子ＶＡ，ＶＣの短軸幅は、振動子ＶＢより狭く
ともよいが、刺入された穿刺針３の反射波（エコー）が十分得られるだけの幅を持つもの
とする。なお、振動子ＶＡ，ＶＣを覆う音響レンズ２２０のレンズ部２２１Ａ，２２１Ｃ
は、レンズ部２２１Ｂに比べて曲率半径が大きくなるような非球面形状が望ましいが、斜
め平坦の形状を用いることも可能である。また、斜めでなく平坦という形状もまったく不
可ではないが、後に述べる振動子ＶＢによる超音波ビームＢｂとの融合を考えると斜めで
あるほうが望ましい。レンズ部２２１Ｂのレンズ形状も、通常の超音波走査において不都
合（たとえばサイドローブが大きくなるなど）が起こらなければ、レンズ部２２１Ａ，２
２１Ｃと滑らかに接続できるという利点において、非球面形状であってもよい。
【００６２】
　穿刺針３の位置を的確に捕捉するためには、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣで送受信される超
音波ビームＢａ，Ｂｂ，Ｂｃの占める位置は、排他的であることが望ましい。排他的であ
ることによって穿刺針３からの反射波（エコー）は、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣのいずれか
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１つからの反射波にしか含まれないため、判別が容易になるためである。
【００６３】
　しかしながら、超音波ビームの指向性は、なだらかな裾野を持つ形状をしているために
、各超音波ビームＢａ，Ｂｂ，Ｂｃは裾野において重なりあうため、完全に排他的にはな
らない。
【００６４】
　短軸方向における超音波ビームのピークに関しては振動子ＶＢによる超音波ビームＢｂ
のピークを基準とするのが望ましいが、例えば、振動子ＶＢの短軸幅に比較して、振動子
ＶＡ，ＶＣの短軸幅が狭い場合には、超音波ビームＢａ，Ｂｃの高さが超音波ビームＢｂ
のピークの高さに比較して、低くなることが想定される。この超音波ビームの高さの差異
については、予め計算により求めることができ、計算値を用いて補正することが可能であ
る。振動子ＶＡ，ＶＣの指向性のピークの高さを、振動子ＶＢの指向性の高さに揃えるこ
ととしてもよい。振動子間の感度に差異が大きい場合はこのようにして、針位置の捕捉を
正確に行うことができるようになる。また、深さによっても振動子間の感度の差異が発生
するので、差異が大きい場合は補正をおこなってもよい。
【００６５】
　ここで、本実施の形態における音響レンズ２２０の適切な形状を説明する。まず、振動
子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣが、通常の短軸用レンズが単に連接された形状の音響レンズで覆われ
ている構成を考える。この場合には、それぞれの振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣからの超音波ビ
ームは、平行な指向性を持つ。しかし、振動子ＶＢの超音波ビームは、振動子ＶＢ付近か
ら焦点に向かって超音波ビームが細くなる。つまり、振動子ＶＡ及びＶＣによる超音波ビ
ームは、振動子ＶＢの細くなる超音波ビームの左右を埋める（指向性を持つ）必要がある
。振動子ＶＡの超音波ビームと振動子ＶＢの超音波ビームとの指向性に、又は振動子ＶＣ
の超音波ビームと振動子ＶＢの超音波ビームとの指向性に、隙間（厳密には双方の超音波
ビームの感度が低いゾーン）があると、その部分に穿刺針３が位置したときに、捕捉が困
難になる。したがって、振動子ＶＡによる超音波ビーム、振動子ＶＣによる超音波ビーム
が内側に偏向するような音響レンズのレンズ形状であることが望ましい。
【００６６】
　しかし、振動子ＶＡ，ＶＣの超音波ビームが振動子ＶＡ，ＶＣに近い、浅い位置で集束
すると、交差法の穿刺において、刺入した穿刺針３がなかなか超音波ビームの中に入って
こない、つまり捕捉できない。このことから考えると、振動子ＶＡ，ＶＣの超音波ビーム
は、偏向するが、集束位置が深い位置にある、又は集束しないことが望ましい。
【００６７】
　振動子ＶＡによる超音波ビーム、振動子ＶＣによる超音波ビームが内側に偏向するよう
なレンズ形状の音響レンズを用いた場合には、深さが深くなるにつれ、振動子ＶＡ，ＶＣ
による超音波ビームは、振動子ＶＢによる中央の超音波ビームと重なってしまい、穿刺針
３位置の判別ができなくなる。したがって、偏向角度はあまり大きすぎないようにし、臨
床上問題がない深さまで、針位置の判別ができるよう、各振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣによる
超音波ビームが分離することが望ましい。
【００６８】
　どの深さまで分離されるのかは、診断部位にもよるが、例えば超音波探触子２として高
周波リニアプローブを用いる場合においては、２５～３０［ｍｍ］までは分離可能である
ことが望ましい。上記のような条件に合う音響レンズの形状としては、図６に示すような
非球面形状の音響レンズ２２０のレンズ形状が挙げられる。音響レンズ２２０においては
、振動子ＶＢに対応するレンズ部２２１Ｂで曲率がきつく（曲率半径が小さく）、振動子
ＶＡ及びＶＣに対応するレンズ部２２１Ａ，２２１Ｃでは、曲率が緩い（曲率半径が大き
い）形状となっている。
【００６９】
　平行法において、図６に示すように、音響レンズ２２０を用いるが、スイッチＳＷＢを
オンにし、スイッチＳＷＡ，ＳＷＣをオフにした場合には、振動子ＶＢを用いて超音波の
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送受信を行うが、この場合に動作については、上述したように、従来の超音波診断装置の
超音波の送受信と変わらない。
【００７０】
　仮にスイッチＳＷＡをオンにし、スイッチＳＷＢ，ＳＷＣをオフにした場合には、振動
子ＶＡにより超音波の送受信が行われるが、振動子ＶＡに対応するレンズ部２２１Ａが略
斜めの非球面形状であるために、超音波の送受信ビームは、振動子中心側に偏向し、かつ
送受信ビームと中心線の交点は、振動子ＶＢに対応するレンズ部２２１Ｂの集束点に比較
して遠い位置になる。レンズ部２２１Ａ，２２１Ｃに曲率を設ける場合は、この交点付近
で集束するような曲率にすることが望ましい。音響レンズ２２０、振動子ＶＡ，ＶＢ，Ｖ
Ｃにより形成した各超音波の送受信ビームは、所望の深さまで、それぞれが重複すること
なく、また、隙間（センシング上の死角）があくこともない。本実施の形態では、平行法
において、振動子ＶＢを用いた断層画像のほか、振動子ＶＡ，ＶＣのそれぞれを用いた断
層画像を形成するため、振動子ＶＢによる断層画像面から逸れた穿刺針を捕捉することが
可能である。
【００７１】
　また、交差法について、図５（ａ）に示すように、本実施の形態の超音波探触子２にお
いては、被検体ＳＵ内のターゲットＴは、振動子ＶＢによる断層画像内にある。一方で刺
入されてきた穿刺針３は、振動子ＶＡ（又は振動子ＶＣ）による断層画像において、通常
の超音波探触子を用いた場合に比較してかなり早くに捕捉可能である。このように、本実
施の形態の交差法を行った場合、ターゲットＴより、かなり手前から穿刺針３の位置の確
認ができ、穿刺作業を容易にすることができる。
【００７２】
　ここで、図３を参照して、本実施の形態の振動子２１０の送受信シーケンスを説明する
。上述したように、音響レンズ２２０、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣ、スイッチＳＷＡ，ＳＷ
Ｂ，ＳＷＣを用いる構成において、振動子ＶＢで形成された超音波ビームＢｂから逸脱し
た穿刺針３の反射波（エコー）を得るために、振動子ＶＡ，ＶＢを用いて超音波の送受信
を行うが、この場合の走査（超音波送受信）は、例えば、振動子Ｖ１ａ，Ｖ１ｂ，Ｖ１ｃ
，Ｖ２ａ，Ｖ２ｂ，Ｖ２ｃ，Ｖ３ａ，Ｖ３ｂ，Ｖ３ｃ…の順に行うことができる。このよ
うな走査シーケンスが、切替設定部２４に記憶されている。
【００７３】
　しかし、この場合、送受信回数が３倍となるため、Ｂモード断層画像表示のフレームレ
ートは３分の１に低下してしまう。そこで穿刺針３の捕捉のための振動子ＶＡ，ＶＣの走
査を間引いて、例えば、振動子Ｖ１ａ，Ｖ１ｂ，Ｖ１ｃ，Ｖ２ｂ，Ｖ３ａ，Ｖ３ｂ，Ｖ３
ｃ，Ｖ４ｂ，Ｖ５ａ，Ｖ５ｂ，Ｖ５ｃ…の順に行い、フレームレートの低下をおさえるこ
とも可能である。なお、上記の説明は、簡略化のため長軸方向に１つの振動子を走査に用
いる場合を説明したが、実際には長軸方向の送受信ビーム形成のために複数の振動子を用
いる。また、この他に、すでに公知である長軸方向の並列受信などを用いてフレームレー
トを上げるなどの方法を適用することも可能である。
【００７４】
　つぎに、図７～図１１を参照して、超音波診断装置Ｕの動作を説明する。図７は、穿刺
針画像表示処理を示すフローチャートである。図８（ａ）は、平行法において穿刺針３の
ずれ角度θを示す超音波探触子２の上面概略図である。図８（ｂ）は、平行法における合
成超音波画像３１を示す図である。図８（ｃ）は、超音波ビームＢａ，Ｂｂ，Ｂｃの境界
線Ｌ１，Ｌ２を示す図である。図９（ａ）は、交差法において穿刺針３のずれ角度θを示
す超音波探触子２の上面概略図である。図９（ｂ）は、交差法における合成超音波画像３
２を示す図である。図１０（ａ）は、合成表示画面５０を示す図である。図１０（ｂ）は
、ずれ角度調整後の超音波探触子２の上面概略図である。図１１は、閾値角度θαを示す
超音波探触子２の上面概略図である。
【００７５】
　図７を参照して、超音波診断装置Ｕで実行される穿刺針画像表示処理を説明する。穿刺
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針画像表示処理は、医師、技師などの操作者が被検体ＳＵの組織取得などを行う対象とし
てのターゲットＴに穿刺針３を刺入する穿刺作業を行う場合に、被検体内の穿刺針３のＢ
モード断層画像をライブ表示して穿刺作業を補助する処理である。
【００７６】
　予め、例えば、超音波診断装置Ｕが設けられた診察室で医師、技師などの操作者が待機
し、被検体ＳＵとしての患者が当該診察室に入室してベッドに横になり、穿刺針３を用い
た穿刺作業の準備ができているものとする。そして、超音波診断装置Ｕにおいて、操作入
力部１８を介して、操作者から穿刺針画像表示処理におけるフレームレートなどの各種設
定情報入力及び穿刺針画像表示処理の実行指示を受け付けたことをトリガーとして、制御
部１１は、ＲＯＭに記憶された穿刺針画像表示プログラムに従い、穿刺針画像表示処理を
実行する。
【００７７】
　まず、制御部１１は、操作入力部１８を介して、操作者から穿刺法（平行法又は交差法
）の入力を受け付ける（ステップＳ１０）。
【００７８】
　そして、制御部１１は、送信駆動部１２に駆動信号を生成開始させ、送受信切替部１４
を介して、切替設定部２４に記憶された送受信シーケンスに応じたスイッチング素子２３
０のスイッチングにより、当該駆動信号を振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣの各振動子に入力して
送信超音波を出射し、反射超音波（エコー）を受信させ、送受信切替部１４を介して、受
信処理部１３に受信信号を取得させる（ステップＳ１１）。ステップＳ１１で得られる受
信信号は、各振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣに対応する同一時刻のフレームごとの受信信号が送
受信シーケンスに応じた順に取得されていく。
【００７９】
　そして、制御部１１は、画像生成部１５により、ステップＳ１１で受信処理部１３から
入力された振動子ＶＡに対応する受信信号から１フレームのＢモード画像データを生成さ
せる（ステップＳ１２）。そして、制御部１１は、穿刺針同定部１６２により、ステップ
Ｓ１２で生成された振動子ＶＡに対応するＢモード画像データから穿刺針３の針部分画像
を抽出する（針部分画像以外の部分を捨てる）（ステップＳ１３）。そして、制御部１１
は、穿刺針同定部１６２により、ステップＳ１３で生成された画像データの針部分画像に
振動子ＶＡを示す赤色を着色する（ステップＳ１４）。
【００８０】
　また、制御部１１は、画像生成部１５により、ステップＳ１１で受信処理部１３から入
力された振動子ＶＣに対応する受信信号から１フレームのＢモード画像データを生成させ
る（ステップＳ１５）。ステップＳ１５で生成されるＢモード画像データは、ステップＳ
１２で生成されたＢモード画像データと同時刻のフレームとなる。そして、制御部１１は
、穿刺針同定部１６２により、ステップＳ１５で生成された振動子ＶＣに対応するＢモー
ド画像データから穿刺針３の針部分画像を抽出する（ステップＳ１６）。そして、制御部
１１は、穿刺針同定部１６２により、ステップＳ１６で生成された画像データの針部分画
像に振動子ＶＣを示す緑色を着色する（ステップＳ１７）。
【００８１】
　また、制御部１１は、画像生成部１５により、ステップＳ１１で受信処理部１３から入
力された振動子ＶＢに対応する受信信号から１フレームのＢモード画像データを生成させ
る（ステップＳ１８）。ステップＳ１８で生成されるＢモード画像データは、ステップＳ
１２，Ｓ１５で生成されたＢモード画像データと同時刻のフレームとなる。そして、制御
部１１は、穿刺針同定部１６２により、ステップＳ１８で生成された振動子ＶＢに対応す
るＢモード画像データから穿刺針３の針部分画像を抽出する（ステップＳ１９）。そして
、制御部１１は、穿刺針同定部１６２により、ステップＳ１９で生成された画像データの
針部分画像に振動子ＶＢを示す青色を着色する（ステップＳ２０）。
【００８２】
　ステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０では、振動子ＶＡ，ＶＢ，ＶＣのどれで得られた針部
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分画像かを、表現の種類としての表示色を異にしている。ステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２
０での表示色の組合せは、一例であり、これに限定されるものではなく、例えば、緑－青
－紫というようなグラデーションを用いてもよい。さらに、各針部分画像の別々に識別可
能な表現の種類を他の種類に変えることとしてもよい。例えば、各針部分画像の別々に識
別可能な表現として、彩度、輝度を異にする構成でもよく、点滅の有無や間隔などを異に
する構成でもよく、複数種類の表現を組合せる構成でもよい。
【００８３】
　ステップＳ１１，Ｓ１２，Ｓ１５，Ｓ１８では、最初に入力された各種設定情報に対応
した処理が実行される。また、穿刺針画像表示処理の実行中に、操作入力部１８を介して
操作者から適宜各種設定情報が変更入力される構成としてもよい。また、操作入力部１８
を介して操作者から、ステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０における針部分画像の表現（表示
色）が各種設定情報として入力される構成としてもよい。
【００８４】
　また、ステップＳ１８の実行後、制御部１１は、画像生成部１５により、ステップＳ１
１で生成された１フレームの通常のＢモード画像データを取得する（ステップＳ２１）。
そして、制御部１１は、画像処理部１６により、ステップＳ１４で生成された赤の針部分
画像と、ステップＳ１７で生成された緑の針部分画像と、ステップＳ２０で生成された青
の針部分画像と、ステップＳ２１で取得された１フレームのＢモード画像データと、を合
成し、１フレームの合成超音波画像データを生成する（ステップＳ２２）。
【００８５】
　そして、制御部１１は、ステップＳ２２で生成された合成超音波画像データ又はステッ
プＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０で生成された各画像データから、ステップＳ１０で入力された
穿刺法に対応して穿刺針３のずれ角度θを算出する（ステップＳ２３）。後述するように
、各色の針部分画像の境界面の境界位置を算出できれば、ずれ角度θを求めることができ
る。ステップＳ２２で生成された合成超音波画像データには、全色の針部分画像があり、
各色の針部分画像の境界位置を取得できる。また、ステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０で生
成された合成前の各色の針部分画像を含む各画像データからも、各色の針部分画像の境界
位置を取得できる。このため、ステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０で生成された各画像デー
タからずれ角度θを算出する場合には、ステップＳ２３をステップＳ２２の直前に移動さ
せる構成としてもよい。
【００８６】
　図８（ａ）～図８（ｃ）を参照して、平行法に対応する穿刺針３のずれ角度θの算出方
法を説明する。図８（ａ）に示すように、平行法での超音波探触子２において、長軸端の
短軸方向の中心部Ｃ１に穿刺針３が刺入されたものとする。ここでは、超音波探触子２の
長軸方向にｘ軸をとり、短軸方向にｙ軸をとり、ｘ軸及びｙ軸に垂直な深さ方向にｚ軸を
とる。
【００８７】
　中心部Ｃ１を通るｘ軸方向の基準線Ｌ０と、穿刺針３との間のずれ角度θは、中心部Ｃ
１から穿刺針３上の任意の点Ｐ０までのｘ軸方向の長さＸと、中心部Ｃ１からのｙ軸方向
の長さＹと、を用いて算出できる。
【００８８】
　一例として、ステップＳ２２で生成された平行法での合成超音波画像データが、図８（
ｂ）に示す合成超音波画像３１を表す場合において、平行法に対応する穿刺針３のずれ角
度θの算出方法を説明する。合成超音波画像３１は、中心部Ｃ１から刺入された穿刺針３
の針画像４１を有する。針画像４１は、青色の針部分画像４１ｂと、緑色の針部分画像４
１ｇと、を有する。図８（ｂ）の合成超音波画像３１では、青色を「格子模様」で表現し
、緑色を「ハッチング」で表現し、図９（ｂ）でも同様であるものとする。青色の針部分
画像４１ｂと、緑色の針部分画像４１ｇとの境界の点を、境界点Ｐ１０（Ｘ１０，Ｚ１０
）とする。
【００８９】
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　ここで、境界点Ｐ１０（Ｘ１０，Ｚ１０）に対応するＹの値（＝Ｙ１０とする）を求め
るために、図８（ｃ）に示す色の識別の境界線Ｌ１，Ｌ２を用いる。境界線Ｌ１は、簡易
的に、ｙ＝ａｚ－ｂで表され、振動子ＶＡによる赤色に対応する超音波ビームと、振動子
ＶＢによる青色に対応する超音波ビームと、の境界面上の直線とする。境界線Ｌ２は、簡
易的に、ｙ＝－ａｚ＋ｂで表され、振動子ＶＢによる青色に対応する超音波ビームと、振
動子ＶＣによる緑色に対応する超音波ビームと、の境界面上の直線とする。このとき、短
軸方向の中心部Ｃ１を原点としている。
【００９０】
　なお、この場合、傾きａは、一般的に音響レンズの曲率などに影響する。切片ｂは、短
軸方向の振動子の分割の幅及び色の識別の境界面の位置などに依存する。よって、傾きａ
、切片ｂは、事前に計測したり、または理論的に計算することにより値が設定されている
ものとする。また、境界線Ｌ１，Ｌ２は、ここでは簡易的に直線の式で示したが、深度に
応じて変化するなど、より複雑な式としてもよい。
【００９１】
　制御部１１は、例えば、合成超音波画像３１の青と緑との境界の境界点Ｐ１０のＸ１０
，Ｚ１０を青と緑との境界線Ｌ２（ｙ＝－ａｚ＋ｂ）に代入して、ｙの値（Ｙ１０）を算
出し、Ｘ１０，Ｙ１０を用いて、次式（１）により、穿刺針３のずれ角度θを算出する。
θ＝ｔａｎ－１（Ｙ１０／Ｘ１０）　…（１）
【００９２】
　図９（ａ）、図９（ｂ）を参照して、交差法に対応する穿刺針３のずれ角度θの算出方
法を説明する。図９（ａ）に示すように、交差法での超音波探触子２において、長軸方向
の任意の位置から穿刺針３が刺入されたものとする。図８（ａ）と同様に、ｘ軸、ｙ軸及
びｚ軸をとる。
【００９３】
　ｙ軸方向の基準線Ｌ３と、穿刺針３との間のずれ角度θは、超音波画像における穿刺針
３の針画像の色の識別の２つの境界点を用いて算出できる。ただし、交差法における穿刺
針３のずれ角度θは、超音波画像における穿刺針３の針部分画像が赤色、青色、緑色の３
色からなる（穿刺針３が赤－青の境界面と、青－緑の境界面とを通る）ことを前提とする
。
【００９４】
　また、一例として、ステップＳ２２で生成された交差法での合成超音波画像データが、
図９（ｂ）に示す合成超音波画像３２を表す場合において、交差法に対応する穿刺針３の
ずれ角度θの算出方法を説明する。合成超音波画像３２は、刺入された穿刺針３の針画像
４２を有する。針画像４２は、赤色の針部分画像４２ｒと、青色の針部分画像４２ｂと、
緑色の針部分画像４２ｇと、を有する。図９（ｂ）の合成超音波画像３２では、赤色を「
網掛け（ドット）模様」で表現した。赤色の針部分画像４２ｒと、青色の針部分画像４２
ｂとの境界の点を、境界点Ｐ１（Ｘ１，Ｚ１）とする。青色の針部分画像４２ｂと、緑色
の針部分画像４２ｇとの境界の点を、境界点Ｐ２（Ｘ２，Ｚ２）とする。
【００９５】
　ここで、境界点Ｐ１（Ｘ１，Ｚ１）に対応するＹの値（＝Ｙ１とする）と、境界点Ｐ２
（Ｘ２，Ｚ２）に対応するＹの値（＝Ｙ２とする）とを求めるために、図８（ｃ）に示す
色の識別の境界線Ｌ１，Ｌ２を用いる。ここでは、例えば、平行法と同様に、短軸方向の
中心部Ｃ１に対応する点を原点としている。境界線Ｌ１，Ｌ２は、ここでも簡易的に直線
の式で示したが、深度に応じて変化するなど、より複雑な式としてもよい。
【００９６】
　そして、例えば、制御部１１は、合成超音波画像３２の針画像４２の赤と青との境界の
境界点Ｐ１のＸ１，Ｚ１を赤と青との境界線Ｌ１（ｙ＝ａｚ－ｂ）に代入して、ｙの値（
＝Ｙ１）を算出し、針画像４２の青と緑との境界点Ｐ２のＸ２，Ｚ２を青と緑との境界線
Ｌ２（ｙ＝－ａｚ＋ｂ）に代入して、ｙの値（＝Ｙ２）を算出し、Ｘ１，Ｙ１，Ｘ２，Ｙ
２を用いて、次式（２）により、穿刺針３のずれ角度θを算出する。
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θ＝ｔａｎ－１（｜Ｘ１－Ｘ２｜／｜Ｙ１－Ｙ２｜）　…（２）
【００９７】
　なお、ステップＳ２３では、ステップＳ１０で入力された穿刺法（平行法、交差法）に
対応する穿刺針３のずれ角度θの算出方法により、穿刺針３のずれ角度θを算出する構成
としたが、これに限定されるものではない。ステップＳ２３において、制御部１１は、ス
テップＳ２２で生成された合成超音波画像データ又はステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０で
生成された各画像データから、穿刺法を自動的に判別し、判別した穿刺法に対応するずれ
角度θの算出方法により、穿刺針３のずれ角度θを算出する構成としてもよい。穿刺法を
自動的に判別する構成では、ステップＳ１０が省略されてもよい。
【００９８】
　穿刺法を自動的に判別する第１の判別方法としては、制御部１１が、穿刺針３の刺入と
ともに時間的に一番初めに針部分画像が含まれるフレームとしてのステップＳ２２で生成
された合成超音波画像データ又はステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０で生成された各画像デ
ータの当該針部分画像の色情報に応じて、穿刺法を判別する方法である。より具体的には
、制御部１１が、時間的に一番初めに得られた針部分画像の色情報が青色である場合に、
穿刺針３が中心部Ｃ１を刺入されているので、平行法と判別し、当該色情報が赤色又は緑
色である場合に、穿刺針３が超音波探触子２の短軸端側から刺入されているので、交差法
と判別する。時間的に一番初めに得られた針部分画像の色情報は、例えば、制御部１１の
ＲＡＭ又は記憶部１６１に格納され、以後のフレームにおける穿刺法の判別でも用いられ
る。例えば、図８（ｂ）の合成超音波画像３１のケースでは、時間的に一番初めに針部分
画像４１ｂが現れるので平行法と判別され、図９（ｂ）の合成超音波画像３２のケースで
は。時間的に一番初めに赤色の針部分画像４２ｒが現れるので交差法と判別される。
【００９９】
　また、穿刺法を自動的に判別する第２の判別方法としては、制御部１１が、ステップＳ
２２で生成された合成超音波画像データ又はステップＳ１４，Ｓ１７，Ｓ２０で生成され
た各画像データから、超音波画像の左端部又は右端部から直線状の針部分画像が伸びてい
る場合に、平行法と判別し、超音波画像の左端部又は右端部から直線状の針部分画像が伸
びておらず当該針部分画像が超音波画像の中央部に位置している場合に、交差法と判別す
る。例えば、図８（ｂ）の合成超音波画像３１では、合成超音波画像３１の右端部から直
線状の針画像４１が伸びているので平行法と判別され、図９（ｂ）の合成超音波画像３２
では、合成超音波画像３２の左端部又は右端部から直線状の針画像４２が伸びておらず針
部分画像４２が合成超音波画像３２の中央部に位置しているので交差法と判別される。
【０１００】
　図７に戻り、ステップＳ２３の実行後、制御部１１は、ステップＳ２３で算出されたず
れ角度θを示すずれ角度画像データを生成する（ステップＳ２４）。ここで、図１０（ａ
）を参照して、ステップＳ２４で生成されるずれ角度画像データの一例を説明する。ずれ
角度画像データは、例えば、後述する合成表示画面５０のうちのずれ角度画像６０を有す
る。
【０１０１】
　ずれ角度画像６０は、超音波探触子画像６１と、穿刺針画像６２と、ずれ角度６３と、
を含む。超音波探触子画像６１は、超音波探触子２を上方向（ケーブル５側）から見た概
略平面図である。穿刺針画像６２は、超音波探触子画像６１に対応する上方向から見た穿
刺針３の刺入方向（及び刺入位置）を示す針画像である。穿刺針画像６２は、一例として
、平行法における穿刺針画像としている。
【０１０２】
　ずれ角度６３は、ステップＳ２４で算出されたずれ角度θの数値と、ずれ角度θを０に
するための回転矢印と、を含む画像であり、超音波探触子画像６１の基準線（図示略、平
行法では長軸端の短軸方向の中心部を通り、短軸方向に平行な線）からの穿刺針画像６２
のずれ角度を示す。
【０１０３】
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　図７に戻り、ステップＳ２４の実行後、制御部１１は、ステップＳ２２で生成された１
フレームの合成超音波画像データと、ステップＳ２４で生成されたずれ角度画像データと
、を合成して、合成表示画面データを生成し、生成した合成表示画面データを出力表示部
１９に表示する（ステップＳ２５）。ステップＳ２５では、例えば、図１０（ａ）に示す
合成表示画面５０を表示させる合成表示画面データが生成される。合成表示画面５０は、
ステップＳ２２で生成された最大３色の針画像を含む合成超音波画像データの合成超音波
画像３３と、ステップＳ２４で生成されたずれ角度画像データのずれ角度画像６０と、を
有する。
【０１０４】
　表示されたずれ角度画像６０を参照した操作者は、図１０（ｂ）に示すように、穿刺針
３を固定したまま、ずれ角度θを０°にするように、超音波探触子２を上方向から見て回
転矢印の方向に回転してずらすことができる。ただし、表示された角度画像６０を参照し
た操作者は、超音波探触子２を上方向から見て固定したまま、ずれ角度θを０°にするよ
うに、穿刺針３を刺し直すこともできる。
【０１０５】
　図７に戻り、ステップＳ２４の実行後、制御部１１は、ステップＳ２３で算出した基準
線に対する穿刺針３のずれ角度θが、予め設定された平行法又は交差法の閾値角度θα未
満であるか否かを判別する（ステップＳ２６）。閾値角度θαは、穿刺針３のずれ角度θ
が、警告が必要なほど大きいか否かを判別するための閾値の角度であり、平行法、交差法
で別々に用意されているものとする。
【０１０６】
　図１１に示すように、平行法において、超音波探触子２を上方向から見た場合に、穿刺
針３に対応するずれ角度θが、閾値角度θα未満であるか否かが判別される。閾値角度θ

αは、例えば、制御部１１のＨＤＤなどの不揮発性メモリーに記憶され、読み出されて使
用されるものとする。不揮発性メモリーに記憶された閾値角度θαは、操作入力部１８を
介する操作者の入力に応じて適宜変更される構成としてもよい。
【０１０７】
　ずれ角度θが閾値角度θα以上である場合（ステップＳ２６；ＹＥＳ）、制御部１１は
、穿刺針３のずれ角度θが閾値角度θα以上である旨を警告するアラーム情報を生成して
出力表示部１９に表示する（ステップＳ２７）。ステップＳ２７の実行後、又はずれ角度
θが閾値角度θα未満である場合（ステップＳ２６；ＹＥＳ）、制御部１１は、操作入力
部１８を介する操作者からの穿刺針画像表示処理の終了指示の入力有無により、穿刺針画
像表示処理を終了するか否かを判別する（ステップＳ２８）。終了しない場合（ステップ
Ｓ２８；ＮＯ）、ステップＳ１１に移行される。終了する場合（ステップＳ２８；ＹＥＳ
）、穿刺針画像表示処理が終了する。
【０１０８】
　以上、本実施の形態によれば、超音波診断装置Ｕは、短軸方向に複数の領域（振動子Ｖ
Ａ，ＶＢ，ＶＣ）に配列され各領域で長軸方向に配列された複数の振動子を有し、当該短
軸方向の複数の領域でそれぞれ独立して超音波の送受信が可能な超音波探触子２に、各領
域の駆動信号を送信する送信駆動部１２と、超音波探触子２から各領域の受信信号を受信
する受信処理部と、を備える。また、超音波診断装置Ｕは、受信された各領域の受信信号
から超音波画像データを生成する画像生成部１５と、生成された各領域の超音波画像デー
タから被検体に刺入された穿刺針の画像を抽出する画像処理部１６と、抽出された各領域
の穿刺針の画像の境界位置情報を用いて、超音波探触子２に対する穿刺針３のずれ角度θ
を算出する制御部１１と、を備える。
【０１０９】
　このため、超音波探触子２に対する穿刺針のずれ角度を定量的に、容易、低コストかつ
精度よく算出できる。
【０１１０】
　また、制御部１１は、算出された穿刺針３のずれ角度θを示すずれ角度画像データを出
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力表示部１９に表示する。このため、操作者が、ずれ角度画像データにより、穿刺針３の
ずれ角度θを目視により確認でき、超音波探触子２を移動して超音波探触子２の向きを穿
刺針３に合わせることができ、又は穿刺針３を刺し直して穿刺針３の向きを超音波探触子
２に合わせることができる。
【０１１１】
　また、制御部１１は、算出された穿刺針３のずれ角度θが所定の閾値角度θα以上であ
るか否かを判別し、閾値角度θα以上である場合に、穿刺針３のずれ角度θが閾値角度θ

α以上である旨の警告情報を出力表示部１９に出力させる。このため、穿刺針３のずれ角
度θが閾値角度θα以上であり大きい場合に、その旨を操作者に警告でき、対処させるこ
とができる。
【０１１２】
　また、制御部１１は、超音波探触子２を上方向から見た超音波探触子２の長軸方向（走
査平面）に対する穿刺針３のずれ角度θを算出する。このため、平行法において、操作者
が穿刺針３のずれ角度θを容易に把握できる。
【０１１３】
　また、制御部１１は、超音波探触子２を上方向から見た超音波探触子２の短軸方向（走
査平面に直交する面）に対する前記穿刺針のずれ角度を算出する。このため、交差法にお
いて、操作者が穿刺針３のずれ角度θを容易に把握できる。
【０１１４】
　また、制御部１１は、抽出された各領域の穿刺針３の画像の１つの境界位置情報と、穿
刺針３の刺入基準位置情報（超音波探触子２の長軸端の短軸方向の中心部Ｃ１）とを用い
て、平行法により刺入された穿刺針３のずれ角度θを算出する。このため、平行法におけ
る穿刺針３のずれ角度θを容易かつ精度よく算出できる。
【０１１５】
　また、制御部１１は、抽出された各領域の穿刺針３の画像の複数の境界位置情報を用い
て、交差法により刺入された穿刺針のずれ角度を算出する。このため、交差法における穿
刺針３のずれ角度θを容易かつ精度よく算出できる。
【０１１６】
　また、画像処理部１６は、抽出された各領域の穿刺針３の画像の表現としての表示色を
当該領域ごとに異にし、表示色が異にされた針部分画像を含む各領域の超音波画像データ
を合成して合成超音波画像データを生成する。制御部１１は、生成された合成超音波画像
データを出力表示部１９に表示する。このため、操作者は、穿刺針３の画像を領域ごとに
目視により識別でき、穿刺針３の短軸方向の位置を容易に判別できる。
【０１１７】
　（変形例）
　図１２を参照して、上記実施の形態の変形例を説明する。図１２（ａ）は、穿刺針３の
ずれ角度θのヒストグラムである。図１２（ｂ）は、ずれ角度の履歴情報画像７０を示す
図である。
【０１１８】
　本変形例では、装置構成として、上記実施の形態と同様に、超音波診断装置Ｕを用いる
。ただし、制御部１１のＨＤＤなどの不揮発性メモリーには、上記実施の形態の穿刺針画
像表示プログラムに代えて、本変形例の穿刺針画像表示プログラムが記憶されているもの
とする。
【０１１９】
　つぎに、超音波診断装置Ｕの動作を説明する。制御部１１は、上記実施の形態と同様に
、不揮発性メモリーに記憶された本変形例の穿刺針画像表示プログラムに従い、本変形例
の穿刺針画像表示処理を実行する。本変形例の穿刺針画像表示処理は、上記実施の形態の
穿刺針画像表示処理とほぼ同様の処理であり、異なる部分を主として説明する。
【０１２０】
　本変形例の穿刺針画像表示処理の実行開始後、まず、制御部１１は、操作入力部１８を
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介して操作者から操作者の識別情報の入力を受け付ける。そして、ステップＳ１０～Ｓ２
３が実行される。ステップＳ２３の実行後、例えば、穿刺針画像表示処理の１回の実行中
における初回の穿刺針３のずれ角度θの算出時のみに、制御部１１は、穿刺法と穿刺針３
のずれ角度θとを、最初に入力された識別情報に対応付けて制御部１１の不揮発性メモリ
ーに、穿刺針３のずれ角度の履歴情報として記憶する。そして、ステップＳ２４～Ｓ２８
が実行される。本変形例の穿刺針画像表示処理が実行される回数が多いほど、操作者別の
穿刺針３のずれ角度の履歴情報が制御部１１の不揮発性メモリーにより多く記憶される。
【０１２１】
　そして、制御部１１は、操作入力部１８を介して操作者からずれ角度の履歴情報の表示
対象の操作者の識別情報及びずれ角度の履歴情報表示指示が入力されたことをトリガーと
して、入力された操作者の識別情報に対応するずれ角度の履歴情報を制御部１１の不揮発
性メモリーから読み出し、読み出したずれ角度の履歴情報の表示情報を生成して出力表示
部１９に表示する。
【０１２２】
　ずれ角度の履歴情報の表示情報は、例えば、図１２（ａ）に示すように、横軸に穿刺針
３のずれ角度θをとり、縦軸に頻度をとったヒストグラムとすることができる。また、ヒ
ストグラムではなく、穿刺針３のずれ角度θ毎の頻度の数値を、ずれ角度の履歴情報の表
示情報として表示してもよい。
【０１２３】
　また、ずれ角度の履歴情報の表示情報は、例えば、図１２（ｂ）に示すように、ずれ角
度の履歴情報画像７０としてもよい。ずれ角度の履歴情報画像７０は、平行法におけるず
れ角度の履歴情報画像であり、超音波探触子画像７１と、穿刺針画像７２と、を含む。超
音波探触子画像７１は、超音波探触子２を上方向（ケーブル５側）から見た概略平面図で
ある。穿刺針画像７２は、超音波探触子画像７１を上方向から見た穿刺針３の蓄積された
ずれ角度θに対応する刺入方向を示す複数の矢印線画像である。穿刺針画像７２の刺入位
置は、超音波探触子画像７１の長軸端の短軸方向の中心部としている。
【０１２４】
　以上、本変形例によれば、制御部１１は、算出された穿刺針３のずれ角度θの履歴情報
を制御部１１の不揮発性メモリーに記憶する。制御部１１は、記憶された穿刺針のずれ角
度の履歴情報をヒストグラム、履歴情報画像７０などとして出力表示部１９に表示する。
このため、操作者は、穿刺針３のずれ角度の履歴情報を目視により確認でき、穿刺針の刺
入の癖及び傾向を認識でき、穿刺針３の刺入の技能を向上できる。
【０１２５】
　なお、上記実施の形態における記述は、本発明に係る好適な超音波診断装置及び穿刺針
のずれ角度算出方法の一例であり、これに限定されるものではない。
【０１２６】
　例えば、上記実施の形態では、超音波診断装置Ｕが、超音波画像データとしてＢモード
画像データを生成・表示する構成としたが、これに限定されるものではない。超音波診断
装置Ｕが、超音波画像データとして他のモードの断層画像データを生成・表示する構成と
してもよい。
【０１２７】
　また、上記実施の形態では、短軸方向に３列の長軸方向の複数の振動子が配列された超
音波探触子２を説明したが、これに限定されるものではない。短軸方向に５列、７列…な
ど、短軸方向の分割数（振動子数）をもっと多くしたり、複数の振動子を同時に使用する
などを行ない、排他的な領域の数を増やすことも考えられる。
【０１２８】
　また、上記実施の形態及び変形例では、短軸方向の独立した各振動子で画像化した認識
対象物としての穿刺針３の各部分画像の表現としての表示色を互いに異にする構成とした
が、これに限定されるものではない。短軸方向の独立した各振動子で画像化した穿刺針３
の各部分画像の表現として、彩度、輝度、点滅など、他の表現を互いに異にする構成とし
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【０１２９】
　また、以上の実施の形態における超音波診断装置Ｕを構成する各部の細部構成及び細部
動作に関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【０１３０】
Ｕ　超音波診断装置
１　超音波診断装置本体
１１　制御部
１２　送信駆動部
１３　受信処理部
１４　送受信切替部
１５　画像生成部
１６　画像処理部
１６１　記憶部
１６２　穿刺針同定部
１８　操作入力部
１９　出力表示部
２　超音波探触子
２１０，ＶＡ，ＶＢ，ＶＣ，Ｖ１ａ…　振動子
２２０　音響レンズ
２２１Ａ，２２１Ｂ，２２１Ｃ　レンズ部
２３０　スイッチング素子
ＳＷＡ，ＳＷＢ，ＳＷＣ　スイッチ
２４　切替設定部
３　穿刺針
５　ケーブル
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